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雇用調整助成金とは？
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働
者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成
するものです。

助成内容
【助成率】大企業1/2、中小企業2/3
【支給限度日数】1年間で100日（3年間で150日）

【お問合せ先】最寄りの都道府県労働局
※経済産業省ＨＰ特設ページ内の「雇用調整助成金に関する主な
お問い合わせ先一覧」または右のQRコードよりご確認いただけます。

詳細は、 厚生労働省 雇用調整助成金 で検索

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給
等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標（売上高等10%減）の確認対象期間を3か月から

1か月に短縮。
③雇用指標（最近3か月の平均値）が対前年比で増加している
場合も対象。

④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。

令和2年3月11日時点　経済産業省パンフレット抜粋（１）
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雇用調整助成金の特例措置
（自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域）
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更に、自治体の長が一定期間の緊急事態宣言を発出して活動の自
粛を要請している地域（現時点では北海道のみ）の事業主に対して
は、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を
問わず対象とした上で、助成率を引上げます。

助成内容
【助成率】大企業2/3、中小企業4/5
【支給限度日数】1年間で100日（3年間で150日）

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置②
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】
緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する
事業主
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標要件（売上高等10%減）は満たしたものとして扱う。
③雇用指標（最近3か月の平均値）が対前年比で増加している
場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5に引上げ。
⑥非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象。
※下線部分が緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域のみで拡充される内容。

詳細は、 厚生労働省 雇用調整助成金 で検索

【お問合せ先】最寄りの都道府県労働局
※経済産業省ＨＰ特設ページ内の「雇用調整助成金に関する主な
お問い合わせ先一覧」または右のQRコードよりご確認いただけます。

令和2年3月11日時点　経済産業省パンフレット抜粋（２）
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小学校等の臨時休業に伴う
保護者の休暇取得支援
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新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業
した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休
職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基
準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対
する助成金を創設します。

【対象事業主】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労
働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給）の
休暇を取得させた事業主

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした
小学校等（※）に通う子ども
※小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（全ての部）、放課後
児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイル
スに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。 ※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】
令和2年2月27日～3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

【お問合せ先】
厚生労働省：03-5253-1111（代表）
詳細は、 新型コロナ 休暇支援 で検索、
または、右のQRコードよりご確認ください。

令和2年3月11日時点　経済産業省パンフレット抜粋（３）
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